
海外には珍しいおもちゃがたくさんあり、小口輸
入の人気アイテムとなっています。おもちゃは誰
でも輸入できますが、小さな子供向けの製品を輸
入・販売するには注意が必要です。

「食品衛生法」の “指定おもちゃ” に該当する
６才未満の乳幼児用の製品には、有毒・有害な物
質が溶出して人の健康を損なうことのないように
化学的安全性について同法による規制がありま
す。また、３才未満の乳幼児用のおもちゃの物理
的安全性については、「消費生活用製品安全法」
による規制があります。

この小冊子では主にそれらの手続きについてご説
明します。

おもちゃの
輸入・販売手続き
　　　　  　2025
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食品衛生法
2024年４月１日に「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（生活衛
生行政機能強化関係法整備法）」が施行され、食品衛生基準行政（食品衛生に関する規格・基準の策定）
は消費者庁へ移管され、食品衛生管理行政（規格・基準が守られているかの監視）は引き続き、厚生
労働省が行うこととなりました。

食品衛生法の対象となるおもちゃとは
すべてのおもちゃが食品衛生法の規制対象になるわけではありません。
食品衛生法第68条第１項では、「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるもの」
として厚生労働大臣及び内閣総理大臣の指定するおもちゃ（以下“指定おもちゃ”という）について、
製造、輸入、販売、営業上の使用を規制しています。「乳幼児」について食品衛生法では具体的な年
齢の規定はありませんが、他法令の規定に準じて、６歳未満の小児を指すものとされています。
表示（パッケージ上の記載、製品に添付される説明書上の記載や店頭での提示）や広告媒体における
標ぼう内容のほか、その製品の意匠・仕様、パッケージ等の意匠、取扱い店舗・陳列場所等の販売形
態等で、客観的・総合的に判断されますのでご注意ください。

対象となる「指定おもちゃ」は下記の３項目です。

1. 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ※１
※１ 口に入れる又は唇に触れることを意図して設計製造されたおもちゃのこと

 

2. �アクセサリーがん具※２、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育が
ん具※３（口に接触する可能性があり、この項目に具体名が掲載されているものを除く）、
つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗り物がん具、風船、ブロックがん具、
ボール、 ままごと用具

※２ 乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具のこと
※３ ‌�乳幼児の知的能力を中心とする心身の発育を促進することを目的とするがん

具、又は、それに資すると考えられるがん具のこと

口に接触することをその本質とするおもちゃの例
おしゃぶり、歯がため、ふくれんぼ、シャボン玉遊びの吹き出し具、吹き戻し、口紅をかたどっ
たおもちゃ、おもちゃの吹奏楽器類（ラッパ、笛、ハーモニカ等）

輸入するには
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アクセサリーがん具の例
乳幼児が物語の登場人物や大人のまねごと（花嫁ごっこ等）をして遊ぶときに身につけるおもちゃ
の装身具で指輪、ネックレス、ブローチ、ペンダント等の形態をしたがん具

口に接触する可能性のある知育がん具の例
◦玉おとし（玉が転がり落ちる動きや音で遊ぶおもちゃ）及びこれに類するおもちゃ
◦輪投げ遊び等、単純なルールのゲーム用具
◦�フェルト製の的と先端にマジックテープがついたダート（投げ矢）からなるダーツ遊びおもちゃ、

プラスチック製の的と先端に吸盤がついたおもちゃの矢と弓のセット
◦水鉄砲、銀玉鉄砲、空気鉄砲及びこれらに類するおもちゃ
◦ちゃんばら遊び用のおもちゃの刀、手裏剣等
◦アニメ等の登場人物が持っている小道具をかたどったおもちゃ（変身ブレスレット、武器類等）
◦職業（大工や医者等）のまねごとをして遊ぶおもちゃ（大工道具、診察器具等をかたどったおもちゃ）
◦手品のまねごとをして遊ぶおもちゃ
◦おめかしバッグ（おもちゃのおめかし道具を収めたもの）
◦マイクやパソコンをかたどったおもちゃ
◦家をかたどった箱庭に家具のミニチュアを並べて遊ぶおもちゃ
◦�蛍光を発するスティックで、暗所でペンライトのように振ったり、ヘアバンドのように頭に

はめて遊ぶおもちゃ
◦サングラスやメガネ、望遠鏡、双眼鏡の形態をしたおもちゃ
◦�砂場遊び用具（おもちゃのシャベル・スコップ、くまで、こて・へら、ふるい・ざる、バケツ・

カップ、じょうろ、じょうご、型抜き等のほか、砂を流して回す羽根車等）
◦風呂場で遊ぶおもちゃ（おもちゃのじょうろ、水車、噴水等）
◦恐竜等の骨格をかたどった組合せパズル等、難易度の低いパズル用具
◦�ひも通し（多数の孔のあいた盤にひもを通して絡ませ、形や模様を作って遊ぶおもちゃ）及

びこれに類するおもちゃ
◦数字やアルファベットをかたどった木製ブロック
◦�指定おもちゃのつみき、ブロックがん具に含まれない組立ておもちゃ（木の幹をかたどったポー

ルに、枝や葉に見立てたリング状の部品を積み上げていくもの等）
◦�蒔き絵を作って遊ぶおもちゃ（粉と蒔き絵盤のセット。なお、工作材料・手芸材料で、乳幼

児がおもちゃとして遊ぶためのものと認識されない態様で販売等されるものは含まれない）
◦合成樹脂製のシートで折り紙のように折って遊ぶおもちゃ　等

3．項目１、２のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ

 

組み合わせて遊ぶおもちゃの例
電車のおもちゃに付属するレール、駅舎、踏切、トンネル、樹木、人形と組み合わせて遊ぶ家、
家具、食器、粘土の鋳型やへら等
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下記のような製品は指定おもちゃではありませんので、乳幼児用であっても食品衛生法の手続きは不
要です。一般的な楽器や書籍（絵本）、文房具やスポーツ用品等は食品衛生法の対象外です。

 

「指定おもちゃ」の範囲等に関するQ&Aは、下記消費者庁のサイトからご覧いただけます。
https ://www.caa.go. jp/pol ic ies/pol icy/standards_evaluat ion/appl iance/
assets/20090914-1_1.pdf
ht tps ://www.caa.go. jp/pol ic ies/pol icy/standards_evaluat ion/appl iance/
assets/20080812-1_1.pdf

判断が難しい場合は、厚生労働省検疫所・輸入相談窓口での「事前相談」のご利用をお勧めします。

食品衛生法の対象外となる例
・乳幼児の頭上高く手の届かない位置に固定するメリー等
・遊戯具
・乳幼児が中に入るミニチュア家具
・装飾用人形（五月人形、ひな人形）
・鉛筆キャップの人形
・髪留め
・繊維製の帽子、頭巾、ポンチョ
・浮き輪
・ピンバッジ
・凧
・楽器
・書籍（乳幼児向けのシール絵本、飛び出す絵本も含む）
・教育を目的とする教育用品
・文房具（クレヨン、シール等）
・装飾用民芸品
・運動用具、スポーツ用品
・乳幼児が手にとって口に接触することが想定しがたい大きさ、重量のぬいぐるみ
・幼児がそれに乗って遊ぶことを目的とする大型の電車、自動車、三輪車、木馬等
・�育児用品の歩行器、揺りかご、揺り椅子、乳母車等（ただし、それらに付属する簡単に取り

外しできたりゴム製のバンド等で吊り下げられたりしているおもちゃは、指定おもちゃの対
象となる。）

・携帯電話用ストラップ、キーホルダー
・通常のトランプ、花札、百人一首等
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厚生労働省検疫所　食品監視課　輸入相談窓口

検疫所名 住　所 電話番号

小樽検疫所 〒047-0007　小樽市港町5-2
小樽地方合同庁舎１階 0134-32-4304

仙台検疫所 〒985-0011　塩釜市貞山通3-4-1
塩釜港湾合同庁舎２階 022-367-8102

成田空港検疫所 〒282-0021　成田市駒井野字天並野2159
成田空港合同庁舎２階 0476-32-6728

東京検疫所 〒135-0064　江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎８階 03-3599-1519

横浜検疫所 〒231-0001　橫浜市中区新港1-6-1
よこはま新港合同庁舎６階 045-212-1313

新潟検疫所 〒950-0072　新潟市中央区竜が島1-5-4
新潟港湾合同庁舎２階 025-244-4405

名古屋検疫所 〒455-0045　名古屋市港区築地町11-1 052-661-4132

大阪検疫所 〒552-0021　大阪市港区築港4-10-3
大阪港湾合同庁舎５階 06-6571-3554

関西空港検疫所 〒549-0021　泉南市泉州空港南１番地
関西空港地方合同庁舎 072-455-1295

神戸検疫所 〒652-0866　神戸市兵庫区遠矢浜町1-1 078-672-9655

広島検疫所 〒734-0011　広島市南区宇品海岸3-10-17
広島港湾合同庁舎３階 082-255-1379

福岡検疫所 〒812-0031　福岡市博多区沖浜町8-1
福岡港湾合同庁舎３階 092-271-5873

那覇検疫所 〒900-0001　沖縄県那覇市港町2-11-1
那覇港湾合同庁舎２階 098-868-4519
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食品衛生法によるおもちゃの規格基準
食品衛生法では、おもちゃの種類や原材料ごとに規格が定められています。又、おもちゃの製造に着
色料を使用する場合は製造基準があります。

おもちゃ又はその原材料の規格

おもちゃの種類
溶出試験

試験項目 規　格

うつし絵
重金属 鉛として１μg／ml以下
ヒ素 三酸化二ヒ素として0.1μg／ml以下

折り紙
重金属 鉛として１μg／ml以下
ヒ素 三酸化二ヒ素として0.1μg／ml以下

ゴム製おしゃぶり

材質試験
カドミウム 10μg／g以下
鉛 10μg／g以下

溶出試験

フェノール ５μg／ml以下
ホルムアルデヒド 適合
亜鉛 １μg／ml以下
重金属 鉛として１μg／ml以下
蒸発残留物 40μg／ml以下

おもちゃの塗膜
カドミウム 75μg／g以下
鉛 90μg／g以下
ヒ素 25μg／g以下

ポリ塩化ビニルを用いて塗
装された塗膜

過マンガン酸カリウム消費量 50μg／ml以下
蒸発残留物 50μg／ml以下

ポリ塩化ビニルを主体とす
る材料を用いて製造された
部分（塗膜を除く。）

過マンガン酸カリウム消費量 50μg／ml以下
重金属 鉛として１μg／ml以下
カドミウム 0.5μg／ml以下
蒸発残留物 50μg／ml以下
ヒ素 三酸化二ヒ素として0.1μg／ml以下

おもちゃの可塑化された材
料からなる部分

フタル酸ジ－ｎ－ブチル、フタル酸
ビス（２－エチルヘキシル）又はフ
タル酸ベンジルブチルを0.1%を超
えて含有してはならない。

食品衛生法施行規則第78条
第１号（乳幼児が口に接触
することをその本質とする
おもちゃ）に規定するおもちゃ

（次で規定する部分を除く。）

フタル酸ジイソノニルを原材料とし
て用いたポリ塩化ビニルを主成分と
する合成樹脂を原材料として用いて
はならない。
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食品衛生法施行規則第78条
第１号（乳幼児が口に接触
することをその本質とする
おもちゃ）に規定するおも
ちやのうち、乳幼児の口に
接触することをその本質と
する部分であって可塑化さ
れた材料からなる部分

フタル酸ジイソデシル、フタル酸ジ
イソノニル又はフタル酸ジ－ｎ－オ
クチルを0.1%を超えて含有しては
ならない。

ポリエチレンを主体とする
材料を用いて製造された部
分（塗膜を除く。）

過マンガン酸カリウム消費量 10μg／ml以下
重金属 鉛として１μg／ml以下
蒸発残留物 30μg／ml以下
ヒ素 三酸化二ヒ素として0.1μg／ml以下

金属製のアクセサリーがん
具のうち、乳幼児が飲み込
むおそれがあるもの

鉛

90μg／g以下
乳幼児が飲み込むおそれがあるもの
とは、次の図に示した寸法を持つ容
器内に圧縮しない状態で置いたとき
に当該容器内に収まる大きさのもの
をいう。

おもちゃの製造基準
溶出試験

試験項目 浸出条件 規　格
着色料 ２㎖/㎠の水で40℃、10分間 陰性

化学的合成品を使用する場合は、食品衛生法施行規則別表第１に掲載の品目のこと。ただし、上記試験法による試
験に適合する場合は、この限りではない。
出典：大阪検疫所HP
https://www.forth.go.jp/keneki/osaka/syokuhin-kanshi/toystandard.html
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食品衛生法に基づく輸入手続き
販売等のために指定おもちゃを輸入する場合、食品衛生法により届出が義務づけられています。輸入
者は輸入のつど、必要な手続きをしなければなりません。既に日本国内で同じ製品が販売されていて
も同様です。

下記フローチャートに沿って、手続きの詳細をご説明します。

輸入届出書類の準備

必要に応じて事前相談

貨物の到着

検疫所へ輸入届出

検疫所における審査

検査不要 要検査

命令検査モニタリング検査

合格

自主検査

不合格

廃棄・積戻し等食品等輸入届出済証　発行

通関手続き

① 輸入届出書類の準備
「食品等輸入届出書」を２部（１部はコピー）用意します。下記、厚生労働省HPより同届出書の書
式を入手できます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/PDF180227-1.pdf
届出書の記載方法については下記、厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000645409.pdf

添付資料として、製造者が作成した資料で、以下の内容が確認できるものが必要です。
　・品名（アイテム名、商品名等）
　・製造者名及び住所
　・材質や形状、色柄のわかる資料
　・塗膜、可塑剤の有無（フタル酸エステル使用の有無に関する資料）
　・対象年齢、遊び方等がわかる資料
　・その他、商品説明書等商品に関する資料
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② 事前相談
本格的な輸入の前に、厚生労働省検疫所・輸入相談窓口での「事前相談」を利用するとよいでしょう。
相談は無料ですが、予約制です。５ページに掲載の最寄りの輸入相談窓口に直接お問い合わせくださ
い。相談には①の書類を持参しましょう。

③ 検疫所へ輸入届出
届出先は貨物を輸入する場所（空港、港）を管轄する厚生労働省検疫所です。届出時期は貨物の到着
後が原則ですが、貨物到着予定日の７日前から届出ができる「事前届出制度」もあります。届出の手
続きは、通関業者や国際宅配業者に依頼することも可能です。ただし、必要資料の収集等は輸入者が
行わなくてはなりません。

④ 検疫所における審査
届出を受付した検疫所の食品衛生監視員が「食品等輸入届出書」の記載内容、添付書類の内容をもと
に、輸入する製品に有害、有毒な物質が含まれていないか、食品衛生法の規格基準に適合しているか
どうか等、審査を行います。審査によって検査が必要と判断された場合は、検査を実施します。

⑤ 要検査
検査には次の種類があります。
・命令検査………………�生産地の事情等からみて食品衛生法違反の恐れが高いと認められる場合、

輸入者に対し、輸入のつど受けるよう命じる検査です。検査結果の判明ま
で貨物の輸入はできず、検査費用は輸入者負担です。

・自主検査………………�初回輸入時や、その後において判明した理由により食品衛生法違反の可能
性が高いと判断される場合に、輸入者を指導して行う検査です。貨物の輸
入手続きは保留とされ、検査費用は輸入者負担となります。

・モニタリング検査……�国が年間監視指導計画に基づいて実施する検査です。貨物の通関は可能で
検査費用は国の負担です。

検査方法は下記のいずれかになります。

日本国内で行う場合
厚生労働省登録検査機関で検査を行うことになります。原則として、初回輸入時の本貨物から検体を
採取して検査を行います。検査方法、費用等につきましては下記厚生労働省HP「登録検査機関一覧」
をご参照の上、おもちゃの検査が可能な検査機関に直接お問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/
kikan/index.html

又、登録検査機関に検体を直送する「先行サンプル」での検査方法もありますが、さまざまな要件が
ありますので下記をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/170831.pdf
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海外で行う場合
厚生労働省HP「外国公的検査機関一覧」上の輸出国別リストに掲載されている機関で検査を行うこ
とになります。当該検査の成績書は日本でも有効です。リストは下記よりご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_
kanshi/index_00019.html

この場合、試験成績書と届出貨物が同一であることが重要になります。試験成績書に製造者名、輸入
者名、名称、ブランド名や、商品を特定できる情報の記載が必要ですので、ご注意ください。

⑥ 食品等輸入届出済証 発行
審査の結果、問題が認められなければ、書面の場合は届出済印が押されたもの、又はコンピューター
による届出済証が交付され、税関での申告手続きに進みます。

「確認願」
展示用や社内検討のためのサンプル等は、食品衛生法に基づく輸入の届出が不要になることが
あります。この場合は輸入者の氏名・名称、所在地等を記載した「確認願」を２部検疫所に提
出する必要があります。
下記厚生労働省HPより書式を入手できます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/ 
0000156213.pdf
記載内容が検疫所で認められると押印済みの「確認願」が1部返却されますので、これを税関
に提出します。

同一商品を継続的に輸入する場合
初回届出時に合格した試験成績書のコピーを次回からの届出に添付することによって、検査が
省略されます。その際、試験成績書の欄外に初回に付与された届出番号を記載すれば、審査が
よりスムーズに進みます。ただし、同一製品（同一の材質、着色料、製法、製造所で生産され
たもの）で輸入者が同一であることが必要です。それらの条件が初回と同じであれば、食品衛
生法の規格基準に変更がない限り、その試験成績書は期限なく使用できます。
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品目登録制度
輸入者からの要請に基づき継続的に輸入する食品等の原材料、添加物、製造方法や一部の試験
成績書について登録を行い、付与された登録番号により輸入届出時の記載事項や添付書類を簡
素化する制度です。
　＜要請方法及び流れ＞
１．検疫所に必要書類を提出
２．検疫所の審査
３．品目登録番号の発番、品目登録要請書の内容をデータベースに登録
４．要請輸入者に品目登録番号と登録済印を押印した品目登録要請書を交付
玩具の品目登録の有効期間は、試験成績書の有効期間と同じです。

　詳細は下記、東京検疫所のHPをご参照ください。
　https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/a006.html

通関手続き
食品衛生法に基づく手続き終了後、税関にて通関手続きを行います。
商品を輸入する場合、原則として関税、消費税が掛かります。関税額は、CIF価格（貨物代金cost
＋保険料insurance＋運賃freight）×関税率、消費税額は、（CIF価格＋関税額）×10％（2025年
２月現在）となります。
一般的ながん具は「第20部　雑品　第95類玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び
付属品」H.S.code 9503.00に分類され、基本税率は無税です。
実行関税率表は、下記、税関HPよりご覧いただけます。
https://www.customs.go.jp/tariff/2024_04_01/data/j_95.htm

知的財産を侵害する物品に注意
知的財産の権利者からの許諾を得ずに登録商標等を付した商品、ブランド品のコピー商品、偽
キャラクター商品等の知的財産侵害物品は、「真正品」に対し、「不正商品」と呼ばれています。
これらの輸入は禁止されていますので、注意が必要です。
ミプロでは輸入と知的財産権に関する小冊子を作成しております。下記より無料でダウンロー
ド可能です。
https://www.mipro.or.jp/Document/index.html#d2
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消費生活用製品安全法
この法律では、消費者が日常使用する製品（消費生活用製品）で、他法令で個別に安全規制が設けら
れていない製品の安全性確保を図っています。

・特定製品に対する規制
同法では、構造・材質、使用状況等からみて人の生命・身体に危害を及ぼすおそれが多い製品を「特
定製品」、そしてそれらのうち特に危険の発生するおそれが高い製品を「特別特定製品」として品目
を定めています。おもちゃ関連では、「磁石製娯楽用品」「吸水性合成樹脂製玩具」が特定製品に、「携
帯用レーザー応用装置」としてレーザー光を放出するおもちゃが特別特定製品に指定されています。
なお、2024年12月より子供用特定製品として「乳幼児用玩具」が指定されました。
 

「磁石製娯楽用品」
磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するもので、これを構
成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。
� 対象となる例：マグネットセット

「吸水性合成樹脂製玩具」
吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ
以下のものに限る。� 対象となる例：水で膨らむボール

「携帯用レーザー応用装置」
レーザー光（可視光線に限る。）を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計し
たものに限る。� 対象となる例：レーザー光を放出するおもちゃ

特定製品の輸入事業者は、事業開始に先立ち、損害賠償措置を講じ、経済産業大臣又は所轄の経済産
業局長に輸入事業の届出を行います。又、定められた技術基準への適合を確認して自主検査を実施し、
その検査記録を作成・保存することが義務付けられています。特別特定製品の場合は、さらに登録検
査機関による適合性検査の実施、証明書の交付・保存が必要です。一連の手続きを履行した輸入事業
者は、PSCマーク等所定の表示を行うことができます。

特定製品、特別特定製品に該当する品目は、PSCマーク等所定の表示がない製品の販売や販売目的の
陳列はできません。

PSCマーク　　　

「特定製品」

　　　　

「特別特定製品」

販売するには
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・製品事故情報報告・公表制度
消費生活用製品の輸入事業者は、その輸入に係る消費生活用品の重大製品事故の発生を知った日から
10日以内に消費者庁へ報告しなければなりません。消費者庁は、重大な危害の発生及び拡大を防止
するために必要と認められるときは、その概要を公表します。
詳細は、消費者庁 消費者安全課のサイトをご参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/

各製品の技術上の基準や手続きの詳細は、下記、消費生活用製品安全法 「法令業務実施ガイド」でご
確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/20230601gaido.pdf

経済産業省 製品安全ガイド　消費生活用製品安全法のサイトは下記よりご覧いただけます。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.html

登録検査機関、各地方経済産業局は下記よりご覧いただけます。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/notification.html

お問い合わせ先：経済産業省　産業保安・安全グループ 製品安全課
TEL：03-3501-1511（内線）4309～

「乳幼児用玩具」
主として家庭において、３才未満の乳幼児の遊戯に使用することを目的として設計したものが対象と
なります。乳幼児用玩具の製造・輸入事業者は、氏名又は名称及び住所等に加え、型式の区分を届け
出ることが必要です。　

＜型式の区分＞

型式の区分
要　素 材質等の区分

種類
（１）主として触るもの
（２）主として体を支えるもの
（３）その他のもの

可動部・駆動部・発射体
（１）含むもの
（２）その他のもの

磁石・磁性部品
（１）含むもの
（２）その他のもの

音を発する構造
（１）含むもの
（２）その他のもの

熱源
（１）含むもの
（２）その他のもの
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＜乳幼児用玩具の技術基準＞
１　使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度及び安定性を有すること。
２　�乳幼児が触れるおそれのある縁、突起、ひも、ケーブル又は締め付ける器具は、接触による身体

上の損傷のおそれがないこと。
３　可動部分を有する玩具は、使用に伴い、身体上の損傷のおそれがないこと。
４⑴　頸部を圧迫するおそれがないこと。
　⑵　口及び鼻を覆うことによる窒息のおそれがないこと。
　⑶　口、咽頭及び気道を閉塞することによる窒息のおそれがない大きさであること。
　⑷　飲み込んだり、吸い込んだりしない大きさであること。
　⑸　玩具の容器包装は、口及び鼻を覆うことによる窒息のおそれがないこと。
５　�乳幼児がその中に入ることができる玩具は、閉じ込められた際、その乳幼児が容易に中から脱出

できる手段を有すること。
６　�発射体の形状及び構成並びに玩具の運動エネルギーは、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさな

いものであること。
７⑴　玩具の表面は、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさない温度であること。
　⑵　�玩具に内包する液体又は気体は、玩具から放出された際、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼ

さない温度及び圧力であること。
８　音を発する玩具は、最大音量であっても乳幼児の聴力を損ねないこと。
９　燃焼しにくい材料又は構造のものであること。
10  �届出事業者の氏名又は名称が表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により表示されているこ

と。ただし、容器包装の表面の見やすい箇所（製品の表面及び容器包装の表面に表示することが
困難なものにあっては、附属する取扱説明書の見やすい箇所）に容易に消えない方法で表示する
場合は、これを省略することができ、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受け
た略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。

以下の国際規格に適合する製品は、技術上の基準に適合するものとされています。
ISO8124-1:2022 及 び ISO8124-2:2023、EN71-1:2014+A1:2018 及 び EN71-2:2020 又 は
ASTM F963-23（4.1、4.2、4.5から4.19、4.21から4.28及び4.30から4.41に限る。）

＜使用年齢基準＞
１．使用に適した年齢は、合理的な根拠に基づくものであること。
２．�使用に適した年齢は、届出に係る型式の特定製品に係る広告において意図されている使用に適し

た年齢に矛盾しないこと。
３．�使用に適した年齢の下限は、類似する他の製品に設定された使用に適した年齢の下限を上回らな

いこと。
４．�使用に適した年齢の下限は、子供用特定製品の機能、寸法その他の特徴から、一般消費者が合理

的に推測できる年齢の下限を上回らないこと。
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＜警告表示＞
使用年齢基準に沿って定めた対象年齢、保護者が見守る旨等の注意表示を一般消費者が容易に理解で
きる方法で表示すること

技術基準に適合しないもの、対象年齢を含む注意表示のないもの等は、販売できません。

＜注意表示＞
対象の区分 使用に関して注意を促すための文言

全てのもの 一　使用に適した年齢
二　保護者が見守る旨

水の中で使用することを意図した玩具 乳幼児が立つことができる深さの水の中で使用
する旨

ゴム製の風船

一　�膨らんでいない風船や破れた風船を吸い込
まないようにする旨

二　�膨らんでいない風船は乳幼児の手の届かな
いところに保管する旨

三　破れた風船は速やかに廃棄する旨
出生後十八月以上の乳幼児が使用することを意
図したもの（引つ張り玩具を除く。）であつて、
長さが300ミリメートルを超える乳幼児に絡ま
る可能性のないひもを含むもの

ひもで頸部を圧迫する可能性があり、出生後
十八月未満の乳幼児に使わせない旨

出生後十八月以上の乳幼児が使用することを意
図したものであつて、長さが220ミリメートル
を超え、300ミリメートル以下の乳幼児に絡ま
る可能性のあるひもを含むもの

ひもで頸部を圧迫する可能性があり、出生後
十八月未満の乳幼児に使わせない旨

出生後十八月以上の乳幼児が使用することを意
図したものであつて、長さが300ミリメートル
を超える電線を含むもの

電線で頸部を圧迫する可能性があり、乱暴な使
用をしない旨

揺りかご、ベッド又は乳母車に張り渡すよう意
図されたもの

つりひもなどにからまつて負傷することがない
ように、乳幼児が周囲を手でつかむことにより
立ち上がることができるようになつたら玩具を
取り外す旨

揺りかご、ベッド若しくは乳母車に取り付ける
こと又は壁若しくは天井からベッドの上に吊り
下げることを意図したものであつて、乳幼児に
絡まる可能性のあるひもを含むもの

一　�ひもが乳幼児の手の届かない範囲にあるよ
う固定する旨

二　�つりひもなどに絡まつて負傷することがな
いように、乳幼児が周囲を手でつかむこと
により立ち上がることができるようになつ
たら取り外す旨

ヘルメット、帽子、ゴーグル等の保護具を模し
たもの 保護機能がない旨
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＜表示の方法＞
・�乳幼児用玩具の必要な表示（子供PSCマーク・警告表示）は、製品の表面又は容器包装の表面の見

やすい箇所に容易に消えない方法で表示
・�製品の表面又は容器包装の表面の、いずれにも表示することが困難なものについては、附属する取

扱説明書の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示

「子供用特定製品」

　　　　

参考「子供用特別特定製品」
（乳幼児用ベッド）

ただし、中古品には、国内消費者に対する注意喚起や安全確保のための体制整備等を条件に販売を可
能とする特例措置が講じられています。
なお、同法の施行（2025年12月25日）前に輸入された乳幼児用玩具については、この規制は適用
されません。

令和７年２月20日付経済産業省通達 「消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について
の廃止及び制定について」は下記よりご覧いただけます。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/250220tsutatsukaisei.
pdf

電気用品安全法
おもちゃのなかには電動式のものもあります。まず、輸入しようとするおもちゃが電気用品安全法の
対象となる「電気用品」に該当するかどうかを確認しましょう。

原則として一般家庭用電源（コンセント）に直接接続して使用する製品は「電気用品安全法」の規制
を受けますが、すべての電気用品が対象となっているのではありません。具体的な品目は政令（電気
用品安全法施行令）で定められていて、現在457品目が指定されています。そのうち特に安全上規制
が必要なものとして「特定電気用品」が116品目指定されています。
特定電気用品とは、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じる恐れの高いものとして①
長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて使用するものが
指定されています。おもちゃに該当するものは電熱式おもちゃ、電動式おもちゃ、電気乗物、その他
の電動力応用遊戯器具の品目です。

それらに該当する場合は、事業の届出、技術基準適合義務、登録検査機関に依る適合性検査、自主検
査の実施及び記録の保存、届出事業者によるマーク等の表示等の一連の手続きを経なければ販売でき
ません。
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・電熱式おもちゃ、電動式おもちゃ
「電熱式おもちゃ」「電熱式おもちゃ」については、次のいずれかを満たすものを「おもちゃ」と解釈
し、対象として取り扱うものとされています。

① 子供の利用を意図したもの
　 ａ．子供用の遊戯器具としての機能を有するもの
　  （例）製品の全体又は部分におままごと、知育、ゲーム等の機能が付加されているもの

　 ｂ．�製品本体、包装又は取扱説明書において、玩具を想定される表示又は説明がなされているも
の

　  （例）対象年齢が14歳以下を含む子供用である旨の表示が行われているもの

　  　 　製品本体又は取扱説明書に「楽しく遊べる」「遊ぶ方法」等の表示又は説明がなされているもの

　  ｃ．�玩具販売店（ネット販売を含む）、百貨店等の玩具売場において玩具として取り扱われるよ
うな方法で販売されるもの

　  （例）他の玩具と一緒に並べられて販売されている場合

② �子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等の縮尺模型の装飾が施された外郭を備
えるもの及び人、動物、キャラクター等のシール、プリント等が器体表面の大部分（可搬
型のものにあっては投影面積の１／16を超えるものをいう。）を占めるもの

　  （例）製品にキャラクターのデザインが立体的に成型されているもの

　  　 　製品表面の投影面積の１／16を超える部分に動物のシールがはりつけられているもの

　  　 　製品のデザインが既に販売されている玩具と類似しているもの

具体的には下記のようになります。
台がたこの形に成型された電気式たこ焼き器　→　電熱式おもちゃ
全体が鳥の形に成型されたドライヤー　　　　→　電動式おもちゃ
詳細は下記、経済産業省の電気用品安全法のページをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/

電波法
スマートフォンやタブレットに専用のアプリをインストールすることにより操作やさまざまな機能が
使えるおもちゃがあります。使用する無線の周波数帯、電界強度によっては「電波法」の規制を受け
るので注意が必要です。たとえば、Bluetooth® 対応のおもちゃであれば、日本で使用する際には
技適マークが必要となります。
詳細は下記、総務省の電波利用ホームページをご参照ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/index.htm
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資源の有効な利用の促進に関する法律 
（資源有効利用促進法）
事業者は容器包装のうち、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装等について、分別回収のための
識別表示（マーク）を貼付しなければなりません。輸入品の場合は、輸入販売事業者が容器包装の素
材もしくは構造、商標使用のいずれかを指示した場合、又、容器包装の表面に印刷、ラベル、刻印に
より日本語表示がある場合は、識別マークの表示が義務づけられています。

紙マーク

　　　　　

プラスチックマーク

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 
（容器包装リサイクル法）
紙製容器包装、プラスチック製容器包装等を使用している商品の輸入販売事業者は、容器包装を再商
品化する義務を負います。ただし、中小企業基本法が定める小規模事業者で販売額が一定の額に満た
ないものは対象外となっています。
詳細は、経済産業省 産業技術環境局 リサイクル推進課のサイトをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/entrepreneur/index.
html

都道府県の青少年保護育成条例等
おもちゃの中には都道府県が定める青少年保護育成条例等によって有害玩具に指定されているものも
あります。（例：エアガン等） 
都道府県の青少年育成条例等につきましては、下記こども家庭庁のサイトでご確認いただけます。
https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/hikouhigai-research/ordinance　
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任意の表示
ＳＧマーク

（一財）製品安全協会が定める基準（SG基準）に適合したものと認証された製品に
表示される第三者認証マークです。構造、材質によっては危険を生ずるおそれがあ
る消費生活用製品が対象で、乳幼児用遊戯具関連では、歩行器、ぶらんこ、すべり
台、幼児用鉄棒、幼児用三輪車、足踏式自動車等が指定されています。SGマーク
が表示された製品の欠陥により人身事故が起こった場合、賠償措置が講じられます。
詳細は、（一財）製品安全協会のサイトをご参照ください。
https://www.sg-mark.org/

ＳＴマーク
（一社）日本玩具協会が定める基準（ST基準）に適合し、第三者検査機関による適
合検査に合格した14才までを対象としたがん具に表示されるマークです。STマー
クが表示されたがん具で事故が発生した場合、損害賠償措置が行えるように賠償責
任補償共済制度が設けられています。

盲導犬マーク・うさぎマーク
目や耳の不自由な子供たちへの配慮がなされた「共有玩具」 を示すマー
クです。
STマーク、盲導犬マーク、うさぎマークの詳細は（一社）日本玩具
協会のサイトをご参照ください。
http://www.toys.or.jp/
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